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Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局高齢者の移動手段の確保に関する課題（平成30年版交通政策白書）

○改正道路交通法の施行や相次ぐ高齢運転者による交通死亡事故を背景に、運転免許証の自主返納件数が増
加

⇒ 高齢者の移動手段の確保が必要

○働く高齢者が増加しているとともに、買い物や病院・役所等での用事などを目的として外出する高齢者も
多い
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高齢者の移動手段の確保を巡る動き（高齢者検討会中間とりまとめに至る背景）

2016（平成28）年11月

・高齢運転者の関わる重大事故が相次いで発生 →対策の検討が急務に

2017（平成29）年3月

・国土交通省内に「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」設置

2016（平成28）年11月

・関係閣僚会合開催（警察庁、国土交通省、厚生労働省、総務省等 参加）

・総理指示において『高齢者の移動手段の確保』がテーマに

2017（平成29）年6月

・「検討会」中間とりまとめ公表
→高齢者の移動手段の選択肢を増やす視点から取組施策を提案

【総理指示】以下の点について、対策を早急に講じるよう指示
① 改正道路交通法の円滑な施行
② 社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備
③ 更なる対策の必要性の検討
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具体的方策（抄）

・検討プロセスのガイドライン化

・市町村の自家用有償運送の活用の円滑化

・地方公共団体等に対する制度の周知徹底

３. 自家用有償運送の活用

・高齢者の公共交通機関利用促進策に関する地
方公共団体等との連携

・タクシーの相乗り促進

・過疎地域におけるサービス維持のための取組

１. 公共交通機関の活用

・貨客混載の推進
・スクールバス等への混乗

２. 貨客混載等の促進

・ルールの明確化

・実施にあたっての条件整備

・「互助」による輸送の導入に関する情報提供

４. 許可・登録を要しない輸送
（互助による輸送）の明確化

・介護サービスと輸送サービスの連携

５. 福祉行政との連携

・地方運輸局の取組強化

・制度・手続等の周知徹底

・地域主体の取組の推進

６. 地域における取組に対する支援

高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ概要 【2017年6月公表】

１．『検討会』中間とりまとめ （概要）
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中国運輸局地域の移動を担う交通手段

種類 特徴

バ
ス
（乗
合
）

路線バス
路線やバス停、運行時刻を定めて定時・定路線で運行するバス。通勤・
通学、通院など地域住民の生活に欠かせない公共交通機関。

コミュニティバス
路線バスで対応しきれないニーズに応えるため、市町村が主体的に計
画し、定時・定路線で運行するバス。

デマンドバス
区域を定めて、利用者の要望に応じて、機動的に最短ルートを運行した
り、利用希望のある地点まで送迎したりするバス。

タ
ク
シ
ー

タクシー
子供からお年寄りまで幅広い利用者の日常生活における多様な移動
ニーズに応える、ドアツードアのきめ細かいサービスを提供する公共交
通機関。

乗合タクシー
地域の生活交通を維持するため、タクシー事業者が自治体と連携して
提供する乗合の運送サービス。定時・定路線からデマンドまで地域の
ニーズに応じて多様な形態で運行。

自家用有償旅客運送
バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手
段の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村
やNPO法人等が、自家用車を用いて提供する運送サービス。

道路運送法の許可・登録を要
しないもの（共助）

地域の移動手段の確保のため、道路運送法の許可又は登録を要しな
い助け合いによる運送。（収受することが可能な範囲は、運転者が実際
の運送に要するガソリン代、道路通行料、駐車場料金、自発的な謝礼）
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道路運送法について（輸送の種類）

〔道路運送法の規定する範囲〕

（許可制）

（登録制）

・2006年改正で本格化
・2015年改正で主体の

弾力化、利用者範囲拡大

【要件】
地域公共交通会議／
運営協議会の合意

(1) 

(2)

〔道路運送法の規定範囲外〕

許可・登録を要しない輸送 （≒ いわゆる無償／ボランティア輸送）(3) 許可・登録を要しない輸送

旅客自動車
運送事業

一般

乗合

路線定期

路線不定期

区域乗用

貸切
特定

自家用有償
旅客運送

市町村

NPO等

市町村
(交通空白）

市町村(福祉)

交通空白地

福祉
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旅客自動車運送事業とは

道路運送法について

①他人の需要に応じ、
②有償で、
③自動車を使用して、
④旅客を運送する
⑤事業

自家用自動車で有償運送を行うことは以下を除き禁じている

（１）災害のため緊急を要するとき
（２）市町村、NPO法人等が登録を受けて運送すること
①市町村運営有償運送（交通空白、福祉）
②公共交通空白地有償運送
③福祉有償運送

（３）公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、許可を受けて運送すること

旅客自動車運送事業の許可
が必要

所謂、緑ナンバー
での運行
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自家用有償旅客運送

自家用有償旅客運送の種類 実施の条件

市町村が実施

NPO等が実施

交通空白地 福 祉 地域公共交通会議の合意

運営協議会の合意

公共交通の担い手たる事業者
はいなくなってしまったが、
移動手段は確保したい
←そのために必要な代償措置

自家用有償旅客運送の概要

交通空白地 福 祉

・既存のバス・タクシー事業者で輸送サービスが提供されない場合に、

・登録を受けた市町村／NPOが、

・自家用自動車（白ナンバー）を用いて、

・有償で運送することを可能とする制度

◆安全・安心を確保するための措置：〔登録制度〕

・安全確保 ＝２種免許 または １種免許＋講習、
運行管理の責任者の選任等

・利用者保護 ＝対価掲示

◆2006年改正で新規に位置づけ
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中国運輸局

◎地域公共交通会議とは

■目的
・乗合旅客運送の運賃などの協議
・市町村運営有償運送についての協議
⇒ 地域の需要に即した乗合運送サービス
が提供されることにより地域住民の交通
利便の確保・向上に寄与するよう努める

◎運営協議会とは

地域公共交通会議、運営協議会について

■構成員
・主宰する市町村長又は都道府県知事、
その他の地方公共団体の長
・交通事業者及びその組織する団体
・住民又は旅客
・地方運輸局長
・事業用自動車の運転者が組織する団体

その他必要があると認めるときは、
・道路管理者
・都道府県警察
・学識経験者 など

■目的
・交通空白地有償運送、福祉有償運送につ
いての協議
⇒ 地域住民の生活に必要な旅客輸送を確
保し、もって地域福祉の向上に寄与する
よう努める

■構成員
・主宰する市町村長又は都道府県知事、
その他の地方公共団体の長
・交通事業者及びその組織する団体
・住民又は旅客
・地方運輸局長
・事業用自動車の運転者が組織する団体
・当該区域内で現に運送を行っているNPO

法人等

その他必要があると認めるときは、
・学識経験者 など
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中国運輸局（交通空白）自家用有償旅客運送 団体数・車両数の推移

552 564 469 412 430 432 423 429 426 424 433 442 440

40 44 57 57 66 74 77 82 88 95 99 106 116

355

1673

664

2852

○ （交通空白）自家用有償旅客運送の導入率は、26%（全国1,724市町村の内440市町村）。
○ （交通空白）自家用有償旅客運送の車両数は増加傾向にある。
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中国運輸局（福祉）自家用有償旅客運送 団体数・車両数の推移

2136 2266 2320 2327 2333 2344 2338 2405 2400 2432 2458 2465 2466

294 286 227 156 135 134 121 120 122 118 117 118 112
757

12,671

360

15,362

○ （福祉）自家用有償旅客運送はきめ細かな対応が必要なため、市町村よりもNPO等が主体となる
ケースが多い。

○ （福祉）自家用有償旅客運送の車両数は増加傾向にある。
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 過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域住民の生活に必要な輸送について、それらがバ

ス・タクシー事業によっては提供されない場合に、市町村、NPO法人等が自家用車を用いて

有償で運送できることとする制度。

①バス、タクシーによることが困難、かつ、

②地域の関係者（※）により「地域住民の生活に必要な輸送」であるとの共通認識

③必要な安全体制の確保

2年（重大事故を起こしていない場合等は3年）

上記③について、必要に応じ、監査等を実施。さらに是正命令や登録取消等の処分を実施。

【登録要件】

【有効期間】

【指導・監督】

概要

種類

登録等

※平成27年4月より、事務権限（登録、指導・監督）の市町村長等への移譲（手上げ方式）を開始。
平成30年4月1日現在、事務・権限の移譲先として19自治体（8県、11市区町村）を指定済み。

実施団体数：
市町村運営有償運送（440団体）
公共交通空白地有償運送（116団体）

住民等のための「自家用有償旅客運送」
（市町村運営有償運送（交通空白）、公共交通空白地有償運送）

身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」
（市町村運営有償運送（福祉）、福祉有償運送）

（※平成30年3月31日時点） （※平成30年3月31日時点）

実施団体数：
市町村運営有償運送（112団体）
福祉有償運送（2466団体）

※地域住民、地方公共団体、NPO、バス・タクシー事業者及びその組織する団体、地方運輸局又は運輸支局等

12
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 交通事業者の活用可能性や交通事業者への委託による自家用有償の検討を行う等の検討プロセスの明確化や、検討プロセスを一
定期間かけて行ったことをもって協議が調ったものとみなす取扱いについて通達改正を行った。（平成30年3月）
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自家用有償運送の活用・検討プロセスのガイドライン化
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中国運輸局
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自家用有償運送の活用 ・検討プロセスのガイドライン化
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中国運輸局
検討プロセスガイドラインの運用について

※更新登録時においても、上記のように従来通りの方法による協議を行うことが可能

●「タクシー事業者が、サービス提供が可能である、と答えたことのみをもって、既に交通サービスが確保されて
いると解釈・運用されている実態がある」など、適切な協議がなされていないとの指摘を受け、地域交通
ネットワークを適切な役割分担のもと円滑に導入するため、ガイドラインを策定した。

検討プロセスガイドラインは以下の目的で策定されており、目的に沿った適切な運用が必要

検討プロセスガイドラインの目的

具体的な運用方法

●従前から円滑に問題なく協議が行われている会議においては、地域の実情に応じて、従来通りの
方法による協議を行うことも可能。

●必要が生じた場合に、検討プロセスによる協議を円滑に行えるよう、あらかじめ、検討プロセスによる
議決方法を会議の設置要綱に定めておくことが望ましい。
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中国運輸局
協議が円滑かつ適切に実施されるための必要な措置

●「関係者の役割」の把握
構成員は、地域住民の交通利便の確保・向上のために、目的意識を共有し、「地域公共交通の活性化及び再生の促
進に関する基本方針六．１．（１）～（５）」に掲げる「関係者の役割」を十分に理解して会議に参画することが必要

（参考）「地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針」（抄）（平成26年総務省告示・国土交通省告示第1号）

六．その他持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項
１．関係者の役割
（１）国の役割 （２）都道府県の役割（３）市町村の役割（４）公共交通事業者の役割
（５）住民、公共交通の利用者その他の関係者の役割

●移動ニーズの把握
協議において、必要な交通手段の導入について建設的に協議を行うためには、地方公共団体が把握する地域交通課題
等の具体的な情報をもとに、地域のニーズを明らかにすることが必要である

○建設的に協議が行われるよう、ガイドラインに以下を追記

○関係者が役割を認識して会議に参画するよう、ガイドラインに以下を追記

●関係者間における連携及び情報共有
潜在的な移動ニーズの把握にあたり、地方公共団体の交通政策部局と福祉部局との連携や情報共有等が重要である

●会議間での連携
・自家用有償旅客運送に係る協議を行う場合には、その必要性については、地域の移動制約者の現状について、ケアマ
ネージャーや保健師等、移動制約者の代弁者も加えることで、現場の実状を詳細に把握するよう配慮する。

・なお、同地域で福祉有償運送運営協議会が設置されている場合は、当該協議会より移動制約者の代弁者を参加させ
る等、地域の実情に応じ、会議間での緊密な連携を図ることが必要

○福祉と交通の連携が進むよう、ガイドラインに以下を追記

「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」及び「運営協議会に関する国土交通省としての考え方」の
改正（H30.3.30）においては、検討プロセス以外にも、以下の通りガイドラインに必要な措置を行ったところ

16



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局
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＋
（追加）運送の区域を定める運送も可

①市町村が主体となる場合には、路線運行しか認められてこなかったが、区域運行も可能に
②持込み車両の使用はNPOが主体の場合に限られてきたが、市町村が主体となる場合も可能に

（従前）市町村の保有車両に限定

①

②

○○市

○○市

○○市

（従前）路線を定める運送限定

＋
（追加） 受託した企業や

ボランティアの
持込み車両の
使用も可

市町村が主体の自家用有償運送に
おいて、ボランティア個人の
持込み車両による運送も可能

自家用有償運送の活用・市町村が主体となる自家用有償運送の活用の円滑化
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中国運輸局自家用有償旅客運送のあり方に関する議論

＜交通事業者と自家用有償旅客運送の連携＞
・ タクシー事業者が運行管理を担当し、運転を住民ボランティアが担うサービスは、今後の地域のくらしの足と
して期待できるモデルである。乗務員不足によって移動のニーズに応えられないタクシーや自家用有償旅客
運送が増えており、両者の連携は不可欠である。（検討会有識者意見）

・ 自家用有償旅客運送に自動車運送事業者のノウハウを活用しやすくするため、交通事業者が委託を受
ける、あるいは実施主体に参画する場合について、手続きを容易化すべきである 。（検討会提言）

＜観光ニーズへの対応＞
・ 自家用有償旅客運送の輸送対象について、地域住民のみならず、観光客等来訪者も対象となることを
明確化すべきである。（検討会提言）

・ 自治体による取組も、様々な交通事業者がいて簡単には進まないのが実情。法規制やしがらみなど様々
な問題があり、解決のためには法制度によるサポートなども必要。

・ バスやタクシー、自家用有償旅客運送はいずれも運転者不足が深刻化している。

指摘されている課題

地域交通フォローアップ・イノベーション検討会における提言

・ 地域公共交通等の専任担当者が不在の市町村は約８割で、依然として人材不足が課題。

・ 自家用有償は旅行者も対象として、より柔軟な運用をしても良いのではないか。これにより地方創生にも繋
がる。
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中国運輸局「成長戦略実行計画」（モビリティ関係抜粋）

第２章 Society5.0の実現
３．モビリティ
（２）対応の方向性

①自家用有償旅客運送

（交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設）
市町村が交通事業者（タクシー事業者等）に運行管理を委託するなどの連携を図ることは、地域の暮ら

しの足の確保のために意義がある。
地方公共団体にとっても、交通事業者のノウハウの活用により負担の軽減となり、利用客にとっても安全・

安心な交通サービスが受けられるため、双方にとってメリットがある。
このため、交通事業者（タクシー事業者等）が自らのノウハウを通じて自家用有償旅客運送に協力する、

具体的には、交通事業者が委託を受ける、交通事業者が実施主体に参画する場合の法制を整備する。こ
の場合、事業者が参画する前提のため、地域における合意形成手続を容易化する。これにより、安全・安心
な輸送サービスの提供を促進するとともに、実施主体の負担を軽減する。必要な法案について、2020年の
通常国会に提出を図る。

※ 成長戦略実行計画（令和元年６月２１日閣議決定）の関係箇所を国土交通省自動車局において抜粋。
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中国運輸局「成長戦略実行計画」（モビリティ関係抜粋）

（観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化）
インバウンド誘致は、地域活性化において欠かすことができない重要な観点である。自家用有償旅客運送

においても、観光ニーズに対応することが必要である。このため、バス、タクシーと同様、観光客にも対応するた
め、地域住民だけでなく来訪者も対象とすることを法律において明確化する。

（交通空白地の明確化）
現状では、自家用有償旅客運送の対象地域の考え方は様々である。このため、地方公共団体が、制度

導入を検討する際の基準となる考え方を具体化する必要がある。生活実態を踏まえて、地域における合意
形成を容易化するため、既存の導入事例を調査・分析し、一定の目安を示し、判断の枠組みについてガイド
ラインを策定する。

（広域的な取組の促進）
地域公共交通網形成計画（地域公共交通活性化再生法に基づき、都道府県や市町村が単独又は複

数で作成）に自家用有償旅客運送の導入を位置付けた場合は、手続を簡素化する。

20
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中国運輸局交通事業者が協力する自家用有償旅客運送制度の創設

運行業務

ドライバー

自家用有償旅客運送者
（市町村・NPO等）

【交通事業者協力型自家用有償旅客運送】
・交通事業者が委託を受ける、実施主体に参画し、運行管理を含む運行業務を担う自家用有償旅客運

送制度を創設し、合意形成手続きや申請手続きの簡素化等の特例措置を講じる

市町村・NPO等が使用権限を有する自家用自動車

（協力の形態）

⇒ 交通事業者が運行業務の委託を受ける。

⇒ 交通事業者がNPO等の構成員として
参画し、運行業務を担当する。

交通事業者
（バス・タクシー）

運行管理、車両整備管理ノウハウを活用して協力

○交通事業者協力型自家用有償旅客運送の概要

【利用者目線】
・安全、安心な交通サー
ビスの提供

【期待される効果】

【主体目線】
・業務負担の軽減
・サービス持続性の向上

【交通事業者目線】
・人手不足への対応
・委託費の確保

21
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中国運輸局観光ニーズへの対応のための輸送対象の明確化

・インバウンドを含む観光ニーズの取り込みにより、生活交通も含め、地域交通の持続性
が高まる

・観光客の移動ニーズに対応し、地域の観光資源の活用を図る

【期待される効果】

法律で明確化

明確化する輸送対象の考え方
（法律に規定）

地域住民
又は

観光客を含む来訪者

（※）地域の交通が著しく不便であることその他交通手段の確保を
図ることが必要な事情があることを市町村長が認めた場合

地域住民
＋

観光客を含む来訪者

現行の輸送対象の考え方
（省令に規定）

市町村長が認めた場合（※）

地域住民

【観光客を含む来訪者を輸送対象として明確化】
・地域住民だけでなく観光客を含む来訪者も対象とすることを法律において明確化することを検討
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中国運輸局

道路運送法における許可又は登録を要しない運送

について
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中国運輸局
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許可・登録を要しない輸送

◎「対価を受け取らない」の範囲
（何処までなら無償とされるか／どこからが許可・登録を要する有償輸送

とされるのか）

➡従来より「燃料代、道路通行料、駐車代」については収受可能だが、
それ以外のものを受け取る場合には有償とする、という整理

◆ 受け取っても対価に当たらない範囲について、改めて整理して公表
◆ 自治体から車両の貸与（or 同等の支援）を受ける形でサービスを提供

することの容認などの要件についても明確化

無償（ボランティア）輸送の位置づけ
「許可・登録を要しない輸送」とは

◎無償輸送（ボランティア輸送）と事業法の関係
➡輸送の対価を受け取らない、いわゆる無償輸送（ボランティア輸送）は、

有償の運送を対象とする道路運送法の適用範囲外
➡このため有償運送に求められる許可／登録が不要であり、「許可・登録を

要しない輸送」と称される

◎許可・登録を要しない輸送の課題
➡ 道路運送法の適用外であるため、責任関係が不明確で保障がない。これを

補完するための保険制度等も不十分であるなど不備が多い。
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中国運輸局許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化 ・ルールの明確化①

(1)規制の趣旨の明確化

・ 規制の趣旨を通達に記載。
・ 合わせて、許可又は登録を要しない運送を行う場合の留意点を記載。

○ 自家用自動車による有償運送について許可又は登録が必要とされて
いる趣旨は、以下のとおり。
・ 自家用自動車については、旅客自動車運送事業のような輸送の安全や利用者の保護のための措置が一般的には
行われていない。

・ 自家用自動車による旅客運送を有償で行う場合には、輸送の安全や利用者の保護のための措置が確保されているとの
期待感を利用者一般が有していることを踏まえ、これらの措置が確実に行われていることについて、許可又は登録の際に
確認する必要がある。

○ 許可又は登録を要しない運送を行う場合の留意点は、以下のとおり。
①許可又は登録を要しない運送サービスは、道路運送法上の規制の対象外であることから、以下について当事者が認識した上

でサービスの提供及び利用が行われるよう明確に周知すること。
1) 本運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全及び利用者の保護のための措置が担保されて
いない旨
（自主的に輸送の安全及び利用者の保護のための措置を行っている場合にはその旨）

2) 事故が生じた際の責任の所在
（仲介者は利用者と運転者を仲介するのみで運送責任を負わないのか、それとも運送責任を負うのか等）
3) 損害保険の加入の有無及び補償内容

②許可又は登録を要しない運送サービスが、多様な移動手段と有機的に連携し、持続可能な地域交通ネットワークの形成に資
するよう、自治体が主宰する協議会から参加要請があった場合には、これに積極的に協力すること。

○ 道路運送法上の許可・登録を要しない輸送について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能

な範囲を明確化する等の通達改正を行った。（平成30年３月通達改正）
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中国運輸局

○ 道路運送法上の許可・登録を要しない輸送について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能

な範囲を明確化する等の通達改正を行った。（平成30年３月通達改正）

(2)自発的な謝礼の取扱いの明確化

・ 通達において、自発的な謝礼の支払について、利用者から釣り銭は要らない旨言われた場合は収受可能であることを、
例示を加えて明確化。

・ 通達において、自発的な謝礼の支払いは可能であることを改めて明確化する一方で、アプリ等で仲介するサービスについては
①（謝礼の誘引）、②（謝礼の決定を経由しなければ決済できない仕組み）の場合は問題があり許可又は登録を要すること
を明確化する。

○ 運送の終了後に利用者が釣り銭の返却を求めず、運転者に受け取るよう申し出た場合には、運転者が釣り銭を受け取
っても、許可又は登録を要しない。

○ あくまで自発的に謝礼の趣旨の金銭等が支払われた場合は許可又は登録は不要であるが、利用者が運転者に対してガ
ソリン代、道路通行料の範囲内で相乗りする形態をWebサイト等で仲介するサービスについて、以下の場合には、自発的な
謝礼の趣旨の支払とはいえず、許可又は登録を要する。

1) 仲介者が、Webサイト等で、謝礼の誘引文言を表示し又は謝礼の有無・金額によって利用者を評価すること等により
、謝礼の支払を促す場合

2) 仲介者が、Webサイト等で、利用者に対し謝礼の決定を経由しなければガソリン代、道路通行料の決済ができない
仕組みを提供する場合
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許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化 ・ルールの明確化②
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中国運輸局

○ 道路運送法上の許可・登録を要しない輸送について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能

な範囲を明確化する等の通達改正を行った。（平成30年３月通達改正）

(3)仲介手数料の収受についての取扱いの明確化

・ 仲介者が利用者から仲介手数料を収受する場合は、仲介手数料を運転者に環流させることは道路運送法違反であることや、
仲介者が仲介手数料の環流防止策を講じることを通達に明記する。

○ 運転者と利用者がガソリン代、道路通行料の範囲内で相乗りする形態をWebサイト等で仲介するサービスについて、名
目のいかんを問わず仲介手数料の一部を運転者に支払うことにより、運転者が特定費用（ガソリン代、道路通行料及び駐
車場料金）及び自発的な謝礼を超える金銭等を収受する場合は、道路運送法違反となる。

○ このことを踏まえ、仲介者は、以下の対応等により、道路運送法違反とならない対策を講じること。
1) 運転者に支払われる金銭と仲介者が収受する金銭について、決済代行会社を通じて支払う方法や、入金口座を

分ける方法等により、運転者に仲介手数料が環流しないよう分別管理を行う。
2) 運転者や利用者との利用規約やHP等に、運転者に対し仲介手数料を直接又は間接に支払ってはならない旨を

明記する。
3) 収受する金銭の内訳について、Webサイトにおける掲載、車内や事務所における掲示等の適切な方法で、利用者

へ明確に周知する。
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中国運輸局

・ ガソリン代の合理的な算出方法を例示する。

○ ガソリン代の算出方法は例えば以下の方法によることが可能である。

走行距離(km) ÷ 燃費(km/ℓ) × 1ℓあたりのガソリン価格(円/ ℓ)

（それぞれの数値の算出根拠の例）
・走行距離 ：地図情報サイトで計測した距離
・燃費 ：自動車情報サイトで車種ごとに公表されている燃費
・ガソリン価格 : ガソリン価格調査機関が公表する価格

※ その他、市町村の取組として実施される実証実験の結果に基づき、1㎞あたりの運行に要するガソリン代を算出し、
当該算出方法について定期的に実情との乖離が無いか確認し乖離があれば見直すこととしている場合には、許可又
は登録を要しない。

※ 利用者が複数の場合でも、負担総額はガソリン代、道路通行料及び駐車場料金の範囲内に限る旨通達に明記した。

(4)ガソリン代の算出方法の明確化

○ 道路運送法上の許可・登録を要しない輸送について、ガソリン代等の他に一定の金額を収受することが可能

な範囲を明確化する等の通達改正を行った。（平成30年３月通達改正）
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許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化 ・ルールの明確化④
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・営利を目的としない「互助」による輸送のためにNPOが自治体の車両を活用するなど、
輸送の対価に当たらない支援を例示

利用者の負担

〇実際の運送に要する
・燃料代
・道路通行料
・駐車場料金

〇任意の謝礼

× 運送の対価

市町村による支援

○○市

〇市町村の
車両を利用

○○市

×運転者の人件費

〇車両購入費
や維持管理
経費の補助

輸送を行うNPOや社会福祉法人

許可・登録を要しない輸送（互助による輸送）の明確化 ・ルールの明確化⑤
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道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
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道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
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道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
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道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について
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自家用有償旅客運送ハンドブック
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高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット
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Fin

ご清聴ありがとうございました

国土交通省中国運輸局
広島運輸支局 輸送・監査担当

ＴＥＬ：０８２－２３３－９１６７
ＦＡＸ：０８２－２９５－３５０８
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